
告 示

�愛媛県告示第９１号
平成３１年１月７日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

株式会社
神野農園 愛媛県新居浜市 愛媛県新居浜市高田

一丁目３８４番１ １，０７４

株式会社
百姓屋．藤田 愛媛県新居浜市

愛媛県新居浜市松神
子三丁目５５番１ほか
８筆

８，６２５

孝 野 覚 也 愛媛県南宇和郡愛南
町

愛媛県南宇和郡愛南
町僧都１４３６番１ほか
３筆

５，９５７

奥 嶋 嘉 治 愛媛県松山市 愛媛県松山市門田町
７２２番３ ２，７２３

農事組合法人
いのべにし 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町

伊延西９４番ほか２筆 １，４１６

２ 認可年月日

平成３１年２月４日

�������
�愛媛県告示第９２号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西予市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９３号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

北裏

次に掲げる座標の土地に存する標柱１号から標柱７号までを順次

結んだ線及び標柱７号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道伊予松山港線）………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）……８３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８３

○ 道路の供用開始（県道伊予松山港線）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８３

○ 道路の区域変更（県道双岩停車場和泉線）……………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）……８３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８４

○ 道路の供用開始（一般国道３７８号）（３件）……………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）……８４

雑 報

○ 裁決手続開始の決定の公告……………………………………………………………………………………………………………………（収用委員会事務局）……８５

座 標 標 柱

基準点とする大洲市柚木９４２番地内電子基準点大洲から２２４
度１４分１３秒８，２３６．５８４メートルの地点 １号

毎週（火・金）曜日発行 第３０５０号 平成３１年２月８日

平成３１年２月８日金曜日 第３０５０号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定に基づ

き、松山広域都市計画第一種市街地再開発事業の決定に係る都市計

画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画地区計画

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

標柱１号から２４２度４３分２５秒１４．１９４メートルの地点 ２号

標柱２号から２４２度４３分３２秒９９．９２３メートルの地点 ３号

標柱３号から３２２度２２分１４秒２８．５７９メートルの地点 ４号

標柱４号から５２度０７分０６秒１００．７５３メートルの地点 ５号

標柱５号から５２度０７分０７秒１５．７４８メートルの地点 ６号

標柱６号から１４１度１６分３３秒２８．１８３メートルの地点 ７号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町１４０８番１地先から

同町１４６４番１地先まで

旧 ８．９～９．５ ０．０２２

新 ９．５～１０．０ ０．０２２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町１４０８番１地先から

同町１４６４番１地先まで
平成３１年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町３２３番８から

同町３２３番３まで
平成３１年２月８日

愛 媛 県 報平成３１年２月８日 第３０５０号
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�愛媛県告示第１００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 双岩停車場和泉線

八幡浜市釜倉１番耕地４２３番１地先から

同市釜倉３番耕地１６１番１地先まで
旧 ７．０～８．５ ０．００９

八幡浜市釜倉１番耕地４２２番４から

同市釜倉１番耕地４２３番５まで
新 ７．０～１０．０ ０．００９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市釜倉１番耕地４２２番４から

同市釜倉１番耕地４２３番５まで
平成３１年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字トビガス１３１番１６から

同町皆江字トビガス１２７番１３まで
平成３１年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字トビガス１２７番１３から

同町皆江字トビガス１２６番９まで
平成３１年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字トビガス１２６番９から

同町皆江字トビガス１２６番８まで
平成３１年２月８日

愛 媛 県 報平成３１年２月８日 第３０５０号

８４



雑 報

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成３１年１月３０日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成３１年２月８日

愛媛県収用委員会

会長 � 橋 直 人

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

松山広域都市計画都市高速鉄道事業 四国旅客鉄道株式会社予讃線及び松山広域都市計画道路事業７・７・４松山駅北高架側道西線

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松
山市朝美
二丁目

１２３５番１ 宅地 宅地 ４１０．６１ ４８８．６７ ２２５．６５
東京都国分寺市東元町二丁目１８番２９号
ポンデラブル２１５

山内 博子
─── ─── ──────

平成３１年２月８日 発行

愛 媛 県 報平成３１年２月８日 第３０５０号
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